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初めて会計事務に携わることになったあなたは、その複雑さに目を回していませんか？

でも大丈夫。この１冊は本当に必要なことだけを覚えやすいイラストでやさしく

解説しています。大変な業務にくじける前に、この本を頼ってください。

本当に必要なノウハウをイラストでやさしく解説！　
いちばんやさしい自治体会計の教科書！

１章　会計担当は「お金のチェック係」　
１　会計課ってそもそも何をやるの？
２　会計の基礎仕事　収入＆支出の基本
３　会計の基礎単位「款」「項」「目」「節」
４　１年間の目標「決算」
５　会計課は何をチェックするの？

２章　支出事務のきほんと進め方　
１　支出事務の根拠　支出負担行為と支出命令
２　支払いまでの手順　履行の確認・完了報告書等
３　さまざまな支出の種類　支出の原則と特例
４　支出の予算科目
５　支出事務①伝票の受取
（以下略）

３章　収入事務の実務　
１　収入事務の基礎
２　「調定」と「納入の通知」
３　収入の２つの流れ
４　収入の予算科目
５　収入事務①納入義務者への通知（担当課）
（以下略）
これだけは覚えよう会計用語（関連条文）索引
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大崎 映二［著］
定価＝本体2,500円＋税
Ａ5判・並製・240頁　2020年3月刊　

不正・不当な処理が生じやすい
財務事務・出納事務も怖くない！

基礎から応用まで、
会計担当の業務が全部わかる！

会計事務の次のステップを踏みたい方へ
収入・支出事務の細かなルールから契約事務や公会計のしくみまで、

会計担当に必要な全てを詳解した１冊。
ぜひ『はじめての自治体会計０からＢＯＯＫ』とあわせてご活用ください！
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主に税収で指定金融機関の口座に入金される＝お財布にお金が入
るという流れになっています。

1 固定資産税（として徴収する金額）を調定

　土地・家屋などの固定資産の
所有者に対して、固定資産の評
価を行い、長が、定められた税
率により徴収する税額を決定
します。

2 納入通知書の発送

　固定資産税の所管課が、固定
資産税の税額などを記載した
納入通知書を納入義務者に発
送します。これを受けた納入義
務者は、金融機関等で支払いを
します。

収入の流れ

　まず、自治体のお財布にお金が入ってくる流れ、すなわち指定
金融機関の口座にお金が入ってくる流れを見ていきましょう。こ
こでは、固定資産税の納入という例で確認します。
　自治体の収入は、商品を売って現金を受け取る場合は稀です。
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1 － 2　収入の流れ（原則）

大好評発売中！
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Ａ5判・並製・212頁　2018年9月刊
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替支払（振込み）をする方法です。当然、本来は現金払（小切手払
を含みます）による債権者への支払いが原則ですが、現在は公金
の管理上からも現金払いはやむを得ない場合に限定されています。

支出事務の特例
　支出事務の特例は、すなわち、支出の原則である「後払い」の
例外―「前払い」です。「債権者との契約その他の支払いに関す
る取り決めにおいて、場所的関係・経費の性質等の内容から、通
常の方法では事務の取扱いに支障をきたす場合」に発生します。

　地方自治法第 232 条の５で地方自治法施行令および自治体の財
務規則等で定められた経費は、「資金前渡」「概算払」「前金払」等、

2 － 2　3 つの支出の例外支出の原則
　ここからは、自治体の支出の原則を理解していきましょう。
　まず、「支出の原則」とは２つあります。１つめは、地方自治
法第 232 条の５に規定されている「普通地方公共団体の支出は、
債権者のためでなければ、これをすることができない。」という
ものです。２つめは、地方財政法第４条に規定されている「地方
公共団体の経費は、その目的を達成するための必要且つ最小の限
度を超えて支出をしてはならない。」というものです。
　したがって、自治体が支払いをするときは原則として、①債務
である金額が必要最小限度に定まり、②支出すべき時期が到来し
ており、③支払いの相手方が正当債権者である場合の３つの条件
が満たされた場合に支出することができます。
　自治体の支出が後払いの原則となっているのは、この３つの条
件を満たした支出をするために、正当債権者に対し、履行の完了
を確認した後でなければ確定金額を支出できないからです。
　自治体における債権者への支払方法としては、口座振替が一般
的です。これは、指定金融機関その他、自治体の長が定める金融
機関に預金口座を設けている債権者から口座振替払を希望する申
し出があった場合、会計管理者名義の口座から債権者の口座へ振
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複雑な業務や
難解な知識が
すっきり！

55のポイントでわかる
自治体職員 
新 はじめての出納事務

！

覚えやすい例と一緒に
自治体会計のしくみが

頭に入る！

！

自治法の財章の条文をどう解釈して現場で仕事をすべき
かを解説。実務を担当する職員の視点でわかりやすい。
専門職以外の事務職職員も必須。

１日のタイムスケジュール例など基礎的なノウハウか
ら、新地方公会計制度のような専門的な知識まで、会計
事務に携わる職員なら持っておきたい１冊。


